
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

家

畜

保

健

衛

生

所

条

例

施

行

規

則

の

一

畜

産

課

担

当

課

（

室

）

部

を

改

正

す

る

規

則

目

次

○

岡

山

県

船

舶

廃

油

処

理

施

設

使

用

規

則

を

廃

止

港

湾

課

す

る

等

の

規

則

【

規

則

】

○

証

紙

代

金

収

納

計

器

に

よ

る

自

動

車

取

得

税

及

税

務

課

○

岡

山

県

立

都

市

公

園

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

都

市

計

画

課

び

自

動

車

税

の

徴

収

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

改

正

す

る

規

則

一

部

を

改

正

す

る

規

則

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

岡

山

県

環

境

保

健

セ

ン

タ

ー

条

例

施

行

規

則

の

環

境

企

画

課

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

保

健

所

使

用

料

額

の

一

部

改

正

保

健

福

祉

課

○

岡

山

県

お

か

や

ま

旧

日

銀

ホ

ー

ル

条

例

施

行

規

文

化

振

興

課

○

民

生

委

員

の

定

数

の

廃

止

〃

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

精

神

保

健

福

祉

セ

ン

タ

ー

使

用

料

額

の

健

康

推

進

課

○

岡

山

県

天

神

山

文

化

プ

ラ

ザ

条

例

施

行

規

則

の

〃

一

部

改

正

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

港

湾

施

設

の

指

定

の

一

部

改

正

港

湾

課

○

岡

山

武

道

館

の

器

具

及

び

設

備

の

利

用

料

金

に

ス

ポ

ー

ツ

振

興

課

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

県

営

住

宅

の

指

定

管

理

者

の

指

定

住

宅

課

○

岡

山

県

笠

岡

陸

上

競

技

場

条

例

施

行

規

則

の

一

〃

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

医

師

養

成

確

保

奨

学

資

金

貸

与

規

則

の

医

療

推

進

課

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

臨

床

研

修

医

研

修

資

金

貸

与

規

則

を

廃

〃

止

す

る

規

則

○

岡

山

県

医

師

研

究

資

金

貸

与

規

則

を

廃

止

す

る

〃

規

則

○

岡

山

県

農

林

水

産

総

合

セ

ン

タ

ー

条

例

施

行

規

農

政

企

画

課

岡

山

県

公

報

平成２６年３月２０日 号 外



◎
岡
山
県
規
則
第
十
二
号

証
紙
代
金
収
納
計
器
に
よ
る
自
動
車
取
得
税
及
び
自
動
車
税
の
徴
収
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

証
紙
代
金
収
納
計
器
に
よ
る
自
動
車
取
得
税
及
び
自
動
車
税
の
徴
収
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

証
紙
代
金
収
納
計
器
に
よ
る
自
動
車
取
得
税
及
び
自
動
車
税
の
徴
収
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭

和
四
十
六
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
四
号
中
「

」
を
「

」
に
、

申
請

者
証
紙
代
金
収
納
計
器
取
扱
者

「

定
款

・申
請
日
の
直
前
の
期
の
決
算
書

・

添
付

書
類

収
納
計
器
設
置
場
所
付
近
の
見
取
図

・財
産
目
録

・従
業
員
の
状
況

・

」

を「

定
款

・

添
付

書
類

届
出
日
の
直
前
の
期
の
決
算
書

・収
納
計
器
設
置
場
所
付
近
の
見
取
図

・

」

に
改
め
る
。

様
式
第
十
号
中
「

.
0
5

」
を
「

.
0
8

」
に
改
め
る
。

1
1

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
証
紙
代
金
収
納
計
器
に
よ
る
自
動
車
取
得
税
及
び
自
動
車
税
の
徴
収

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平成２６年３月２０日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
規
則
第
十
三
号

岡
山
県
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
号

中
「
四
六
〇
」
を
「
四
七
〇
」
に

「
七
八
〇
」
を
「
八
〇
〇
」
に

「
一
、
八
八

、

、

（一）

」

「

、

」

、

「

」

「

、

」

、「

、

」

〇

を

一

九
三
〇

に
改
め

同
号

中

九
九
〇

を

一

〇
一
〇

に

一

八
七
〇

（二）

を
「
一
、
九
二
〇
」
に

「
三
、
一
〇
〇
」
を
「
三
、
一
八
〇
」
に

「
三
、
七
一
〇
」
を
「
三
、
八

、

、

一
〇
」
に

「
九
、
二
五
〇
」
を
「
九
、
五
一
〇
」
に
改
め
、
同
号

中
「
二
、
九
一
〇
」
を
「
二
、

、

（三）

九
九
〇
」
に
改
め
、
同
号

イ
中
「
七
、
五
四
〇
」
を
「
七
、
七
五
〇
」
に
改
め
、
同
号

ロ
中
「
三

（四）

（四）

八
、
三
二
〇
」
を
「
三
九
、
四
一
〇
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号

イ
中
「
二
一
五
、
五
九
〇
」
を
「
二

（一）

、

」

、

「

」

「

」

、「

、

」

「

、

二
一

七
四
〇

に
改
め

同
号

ロ

中

五
二
〇

を

五
三
〇

に

一

〇
二
〇

を

一

（一）

（イ）

〇
四
〇
」
に

「
一
、
六
三
〇
」
を
「
一
、
六
七
〇
」
に

「
二
、
四
六
〇
」
を
「
二
、
五
二
〇
」
に
、

、

、

「

、

」

「

、

」

、

「

」

「

」

、

二

七
七
〇

を

二

八
四
〇

に
改
め

同
号

ロ

中

六
一
〇

を

六
二
〇

に
改
め

（一）

（ロ）

同
号

イ
中
「
五
三
〇
」
を
「
五
四
〇
」
に

「
一
、
〇
一
〇
」
を
「
一
、
〇
三
〇
」
に

「
一
、
六

、

、

（二）」

「

、

」

、「

、

」

「

、

」

、「

、

」

「

、

四
〇

を

一

六
八
〇

に

二

五
二
〇

を

二

五
九
〇

に

三

七
一
〇

を

三

八
一
〇
」
に
改
め
、
同
号

ロ
中
「
各
地
点
」
を
削
り

「
一
、
二
八
〇
」
を
「
一
、
三
一
〇
」
に
改

、

（二）

め
、
同
号

中
「
試
験
検
査
の
」
を
「
前
処
理
の
」
に

「
八
二
〇
」
を
「
八
四
〇
」
に

「
一
、
二

、

、

（三）

」

「

、

」

、

「

、

」

「

、

」

、

〇
〇

を

一

二
三
〇

に
改
め

同
号

中

二
二

一
五
〇

を

二
二

七
八
〇

に
改
め

（四）

同
号

中
「
温
泉
水
の
試
験
検
査
」
を
「
温
泉
の
測
定
分
析
」
に
改
め
、
同
号

イ
中
「
試
験
検
査
」

（五）

（五）

を
「
分
析
」
に

「
四
、
五
九
〇
」
を
「
四
、
七
二
〇
」
に

「
九
、
〇
八
〇
」
を
「
九
、
三
三
〇
」

、

、

に

「
三
〇
、
五
四
〇
」
を
「
三
一
、
四
一
〇
」
に
改
め
、
同
号

ロ
中
「
一
、
六
五
〇
」
を
「
一
、

、

（五）

」

、「

」

「

」

、

「

」

「

」

、

六
九
〇

に

六
六
〇

を

六
七
〇

に
改
め

同
表
第
三
号
中

七
七
〇

を

七
九
〇

に

「

、

」

「

、

」

、

「

」

「

」

、「

、

三

九
五
〇

を

四

〇
六
〇

に
改
め

同
表
第
四
号
中

八
八
〇

を

九
〇
〇

に

二

」

「

、

」

、

「

、

」

「

、

」

、

六
九
〇

を

二

七
六
〇

に
改
め

同
表
第
五
号

中

一

七
三
〇

を

一

七
七
〇

に

（一）

「
三
、
三
九
〇
」
を
「
三
、
四
八
〇
」
に

「
五
、
〇
四
〇
」
を
「
五
、
一
八
〇
」
に
改
め
、
同
号

、

（二）

中
「
七
、
五
二
〇
」
を
「
七
、
七
三
〇
」
に
改
め
、
同
表
第
六
号
中
「
八
二
〇
」
を
「
八
四
〇
」
に
、

「
一
、
七
九
〇
」
を
「
一
、
八
四
〇
」
に

「
三
、
五
一
〇
」
を
「
三
、
六
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
第

、

平成２６年３月２０日　岡山県公報　号外



七
号

中
「
八
四
〇
」
を
「
八
六
〇
」
に

「
二
、
四
〇
〇
」
を
「
二
、
四
六
〇
」
に

「
四
、
二
五

、

、

（一）

〇
」
を
「
四
、
三
七
〇
」
に

「
四
、
六
〇
〇
」
を
「
四
、
七
三
〇
」
に
改
め
、
同
号

イ
中
「
八
、

、

（二）

〇
八
〇
」
を
「
八
、
三
一
〇
」
に
改
め
、
同
号

ロ

中
「
一
、
七
九
〇
」
を
「
一
、
八
四
〇
」
に
、

（二）

（イ）

「

、

」

「

、

」

、

「

、

」

「

、

」

二

五
一
〇

を

二

五
八
〇

に
改
め

同
号

ロ

中

一

七
三
〇

を

一

七
七
〇

（二）

（ロ）

に

「
二
、
八
五
〇
」
を
「
二
、
九
三
〇
」
に

「
七
、
三
四
〇
」
を
「
七
、
五
四
〇
」
に
改
め
、
同

、

、

号

中
「
八
八
〇
」
を
「
九
〇
〇
」
に

「
二
、
九
六
〇
」
を
「
三
、
〇
四
〇
」
に

「
四
、
四
八
〇
」

、

、

（三）「

、

」

、
「

、

」

「

、

」

、

「

、

」

を

四

六
〇
〇

に

四

九
六
〇

を

五

一
〇
〇

に
改
め

同
号

中

七

七
〇
〇

（四）

を
「
七
、
九
一
〇
」
に
改
め
、
同
号

中
「
五
、
六
六
〇
」
を
「
五
、
八
二
〇
」
に

「
二
四
、
一
九

、

（五）

〇
」
を
「
二
四
、
八
八
〇
」
に
改
め
、
同
号

中
「
七
九
〇
」
を
「
八
一
〇
」
に
改
め
、
同
表
第
八
号

（六）

中
「
三
、
七
七
〇
」
を
「
三
、
八
七
〇
」
に
改
め
、
同
号

中
「
九
、
九
七
〇
」
を
「
一
〇
、
二
五

（一）

（二）

〇
」
に
改
め
、
同
表
第
九
号
中
「
一
・
〇
五
」
を
「
一
・
〇
八
」
に
改
め
、
同
表
第
十
号
中
「
分
析
」

を
「
測
定
」
に

「
二
、
四
四
〇
」
を
「
二
、
五
〇
〇
」
に

「
五
、
〇
八
〇
」
を
「
五
、
二
二
〇
」

、

、

に

「
五
、
四
九
〇
」
を
「
五
、
六
四
〇
」
に

「
四
一
、
六
四
〇
」
を
「
四
二
、
八
二
〇
」
に
改
め
、

、

、

同
表
第
十
一
号
中
「
一
七
、
六
三
〇
」
を
「
一
八
、
一
三
〇
」
に

「
二
三
、
五
〇
〇
」
を
「
二
四
、

、

一
七
〇
」
に

「
二
八
、
四
五
〇
」
を
「
二
九
、
二
六
〇
」
に

「
三
七
、
七
八
〇
」
を
「
三
八
、
八

、

、

五
〇
」
に
改
め
、
同
表
第
十
二
号
中
「
一
・
〇
五
」
を
「
一
・
〇
八
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年３月２０日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
規
則
第
十
四
号

岡
山
県
お
か
や
ま
旧
日
銀
ホ
ー
ル
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
お
か
や
ま
旧
日
銀
ホ
ー
ル
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
お
か
や
ま
旧
日
銀
ホ
ー
ル
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
岡
山
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
、
〇
五
〇
円
」
に

「
八
〇
〇
円
」
を
「
八
二
〇
円
」
に

「
四

、

、

〇
〇
円
」
を
「
四
一
〇
円
」
に

「
一
、
七
〇
〇
円
」
を
「
一
、
七
四
〇
円
」
に

「
六
〇
〇
円
」
を

、

、

「
六
一
〇
円
」
に

「
一
、
一
〇
〇
円
」
を
「
一
、
一
三
〇
円
」
に
改
め
る
。

、

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年３月２０日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
規
則
第
十
五
号

岡
山
県
天
神
山
文
化
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
天
神
山
文
化
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
天
神
山
文
化
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
岡
山
県
規
則
第
百
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
表
中
「
四
〇
〇
円
」
を
「
四
一
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年３月２０日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
規
則
第
十
六
号

岡
山
武
道
館
の
器
具
及
び
設
備
の
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
武
道
館
の
器
具
及
び
設
備
の
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（

）

岡
山
武
道
館
の
器
具
及
び
設
備
の
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則

昭
和
五
十
五
年
岡
山
県
規
則
第
九
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
の
表
中
「
八
三
〇
円
」
を
「
八
五
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年３月２０日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
規
則
第
十
七
号

岡
山
県
笠
岡
陸
上
競
技
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
笠
岡
陸
上
競
技
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
笠
岡
陸
上
競
技
場
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
岡
山
県
規
則
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。「

」

「

」

、「

、

」

「

、

」

別
表
の
二
の
表
中

七
九
〇
円

を

八
一
〇
円

に

四

三
〇
〇
円

を

四

四
二
〇
円

に

「
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
、
〇
二
〇
円
」
に

「
一
、
〇
二
〇
円
」
を
「
一
、
〇
四
〇
円
」
に

、

、

、

「

」

「

」

、「

」

「

」

、

改
め

別
表
の
三
の
表
中

四
〇
〇
円

を

四
一
〇
円

に

七
二
〇
円

を

七
三
〇
円

に

「
四
三
〇
円
」
を
「
四
四
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年３月２０日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
規
則
第
十
八
号

岡
山
県
医
師
養
成
確
保
奨
学
資
金
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
医
師
養
成
確
保
奨
学
資
金
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
医
師
養
成
確
保
奨
学
資
金
貸
与
規
則
（
平
成
二
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
規
定
す
る
大
学
を
い
う
。
第
九

条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
「
第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
指
定
大
学
」
と
い
う
」

に

「
で
将
来
医
療
業
務
に
」
を
「
に
お
け
る
医
療
業
務
（
以
下
「
指
定
業
務
」
と
い
う

）
に
将
来
」

、

。

に
改
め
る
。

第
六
条
た
だ
し
書
中
「
あ
ら
か
じ
め
」
を
削
る
。

第
八
条
中
「
第
五
条
た
だ
し
書
」
を
「
第
六
条
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
第
五
号
中
「
第
一
条
に
規
定
す
る
医
療
業
務
」
を
「
指
定
業
務
」
に
改
め
、
同
号
を

同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
第
一
条
に
規
定
す
る
医
療
業
務
」
及
び
「
当
該
医
療
業
務
」
を

「
指
定
業
務
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
第
一
条
に
規
定
す
る
県
内
の

医
療
機
関
で
医
療
業
務

を

指
定
業
務

に
改
め

同
号
を
同
項
第
四
号
と
し

同
項
第
二
号
中

大

」

「

」

、

、

「

学
を
卒
業
す
る
日
の
属
す
る
年
度
又
は
そ
の
翌
年
度
に
実
施
さ
れ
る
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
三
号

と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

指
定
大
学
を
卒
業
す
る
日
の
属
す
る
年
度
又
は
そ
の
翌
年
度
に
実
施
さ
れ
る
医
師
国
家
試
験
に

合
格
し
な
か
っ
た
と
き
。

第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
二
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

奨
学
生
、
奨
学
生
で
あ
っ
た
者
又
は
連
帯
保
証
人
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

に
は
、
当
該
各
号
に
よ
る
事
由
が
生
じ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
、
そ
の
旨
を
知
事

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
返
還
の
猶
予
）

知
事
は
、
奨
学
生
で
あ
っ
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
知
事

第
十
一
条

平成２６年３月２０日　岡山県公報　号外



が
別
に
定
め
る
期
間
、
奨
学
資
金
の
返
還
に
係
る
債
務
の
履
行
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

医
師
と
し
て
の
能
力
の
向
上
の
た
め
の
研
修
、
留
学
、
大
学
院
へ
の
入
学
等
に
よ
り
、
指
定
業

務
に
従
事
し
な
い
場
合

二

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
を
す
る
場
合

三

災
害
、
疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
奨
学
資
金
の
返
還
に
係
る
債
務
の
履
行
を
猶

予
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
奨
学
資
金
の
返
還
に
係
る
債
務
の
履
行
の
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

同
項
各
号
に
よ
る
事
由
が
生
じ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
以
内
に
、
奨
学
資
金
返
還
猶
予

申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則
第
二
項
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年３月２０日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
規
則
第
十
九
号

岡
山
県
臨
床
研
修
医
研
修
資
金
貸
与
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
臨
床
研
修
医
研
修
資
金
貸
与
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

岡
山
県
臨
床
研
修
医
研
修
資
金
貸
与
規
則
（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
十
二
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年３月２０日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
規
則
第
二
十
号

岡
山
県
医
師
研
究
資
金
貸
与
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
医
師
研
究
資
金
貸
与
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

岡
山
県
医
師
研
究
資
金
貸
与
規
則
（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年３月２０日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
規
則
第
二
十
一
号

岡
山
県
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
四
章

水
産
研
究
所

目
次
中
「
第
四
章

農
業
大
学
校
（
第
二
十
八
条
―
第
四
十
六
条

」
を

）

第
五
章

農
業
大
学
校

に

「
第
五
章
」
を
「
第
六
章
」
に

「
第
四
十
七
条
」
を
「
第
四

（
第
二
十
八
条
）

、

、

（
第
二
十
九
条
―
第
四
十
七
条

」
）

十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
、
和
牛
受
精
卵
及
び
乳
用
牛
受
精
卵
」
を
「
及
び
牛
の
受
精
卵
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
交
付
の
」
を
「
交
付
に
つ
い
て
、
そ
の
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
五
項
中
「
知
事
」
を
「
県
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
中
「
は
っ
て
」
を
「
貼
っ
て
」
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
を
第
四
十
八
条
と
し
、
第
五
章
を
第
六
章
と
す
る
。

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
第
二
十
八
条
」
を
「
第
二
十
九
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

３

研
修
講
座
の
受
講
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
セ
ン
タ
ー
長
が
別
に
定
め
る
。

第
四
章
中
第
四
十
六
条
を
第
四
十
七
条
と
し
、
第
三
十
三
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰

り
下
げ
、
第
三
十
二
条
を
削
り
、
第
三
十
一
条
を
第
三
十
二
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
。（

入
学
志
願
手
続
）

農
業
大
学
校
の
入
学
志
願
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
校
長
が
別
に
定
め
る
。

第
三
十
三
条

第
四
章
中
第
三
十
条
を
第
三
十
一
条
と
し
、
第
二
十
九
条
を
第
三
十
条
と
し
、
第
二
十
八
条
を
第
二

十
九
条
と
し
、
同
章
を
第
五
章
と
す
る
。

第
三
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

水
産
研
究
所

第
四
章

（
魚
病
検
査
）

平成２６年３月２０日　岡山県公報　号外



条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
魚
病
検
査
を
依
頼
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
魚
病
検

第
二
十
八
条

査
依
頼
書
（
様
式
第
十
九
号
）
に
セ
ン
タ
ー
長
が
別
に
定
め
る
検
体
を
添
え
て
セ
ン
タ
ー
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

様
式
第
一
号
中

４
利
用
人
数

欄
は

宿
泊
施
設
を
利
用
す
る
場
合
に
記
入
す
る
こ
と

「

「

」
，

。

「

」

「

」

を

５
加
工
品
の
名
称

及
び

加
工
品
の
数
量

欄
に
は

木
材
加
工
機
械
器
具
を
使
用
し

，

」

て
製
造
等
を
行
う
加
工
品
の
名
称
及
び
数
量
を
記
入
す
る
こ
と
。

に

「

「

」

「

」

４
加
工
品
の
名
称

及
び

加
工
品
の
数
量

欄
に
は

木
材
加
工
機
械
器
具
を
使
用
し

，

」

て
製
造
等
を
行
う
加
工
品
の
名
称
及
び
数
量
を
記
入
す
る
こ
と
。

改
め
る
。

様
式
第
十
四
号
及
び
様
式
第
十
六
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

証
紙
ち
ょ
う
付
欄

証
紙
貼
付
欄

様
式
第
十
八
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

ち
ょ
う
付
す
る

貼
付
す
る

様
式
第
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成２６年３月２０日　岡山県公報　号外



（第28条関係）様式第 号19

魚病検査依頼書

年 月 日

岡山県農林水産総合センター長 殿

依頼者 法人にあって
住所 は，主たる事

務所の所在地

フ リ ガ ナ

法人にあって
氏名 は，名称及び

代表者の氏名

電 話 番 号 （ ） －

岡山県農林水産総合センター条例施行規則（平成22年岡山県規則第16号）第28条の

， 。規定により 次のとおり魚病検査を依頼します

検査対象種（種類及び検体数）

検 査 項 目 （ 魚 病 検 査 名 ）

（１）国内流通

検 査 目 的 （２）輸出（輸出国名 ）

（３）その他（ ）

（１）自家生産

検 査 対 象 魚 の 経 歴 （２）購入

（３）その他（ ）

備 考

（注）

岡山県収入証紙は，裏面に貼付すること。
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様
式
第
二
十
号
及
び
様
式
第
二
十
一
号
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に

よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
二
十
二
号

岡
山
県
家
畜
保
健
衛
生
所
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
家
畜
保
健
衛
生
所
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
家
畜
保
健
衛
生
所
条
例
施
行
規
則
（
平
成
六
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
家
畜
衛
生
検
査
・
証
明
書
申
請
書
」
を
「
家
畜
衛
生
検
査
・
証
明
書
交
付
申
請
書
」
に

改
め
る
。

別
表
中
「
二
、
六
〇
〇
円
」
を
「
二
、
六
三
〇
円
」
に
改
め
る
。

衛
生
検
査
・
証
明
書
交
付
を

衛
生
検
査
及
び
当
該
検
査
に
係
る
証
明
書
の

様
式
第
二
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

交
付
を

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
家
畜
保
健
衛
生
所
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用

紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
二
十
三
号

岡
山
県
船
舶
廃
油
処
理
施
設
使
用
規
則
を
廃
止
す
る
等
の
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
船
舶
廃
油
処
理
施
設
使
用
規
則
を
廃
止
す
る
等
の
規
則

（
岡
山
県
船
舶
廃
油
処
理
施
設
使
用
規
則
の
廃
止
）

岡
山
県
船
舶
廃
油
処
理
施
設
使
用
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
岡
山
県
規
則
第
二
十
号
）
は
、
廃

第
一
条

止
す
る
。

（
岡
山
県
入
港
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

岡
山
県
入
港
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を

第
二
条

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
七
号
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
二
十
四
号

岡
山
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
別
表
第
五
の
二
の

の
リ
」
を
「
別
表
第
五
の
二
の

の
ヌ
」
に
改
め
る
。

（二）

（二）

第
十
四
条
第
一
項
中
「
開
場
日
及
び
開
場
時
間
」
を
「
開
園
日
（
開
場
日
）
及
び
開
園
時
間
（
開
場

時
間

」
に
改
め
る
。

）
別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
第
九
条
関
係
）

別
表
第
一

鶴
鳴
館
の
和
室
等
の
使
用
料

区

分

単

位

金

額

鶴
鳴
館

和
室
一
号
室

供
用
目
的
の
使
用

一
時
間
に
つ
き

四
〇
〇
円

供
用
目
的
以
外
の
使
用

同

六
〇
〇
円

和
室
二
号
室

供
用
目
的
の
使
用

同

三
〇
〇
円

供
用
目
的
以
外
の
使
用

同

四
五
〇
円

和
室
三
号
室

供
用
目
的
の
使
用

同

三
四
〇
円

供
用
目
的
以
外
の
使
用

同

五
一
〇
円

和
室
四
号
室

供
用
目
的
の
使
用

同

六
三
〇
円
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供
用
目
的
以
外
の
使
用

同

九
四
〇
円

和
室
五
号
室

供
用
目
的
の
使
用

同

五
七
〇
円

供
用
目
的
以
外
の
使
用

同

八
五
〇
円

和
室
六
号
室

供
用
目
的
の
使
用

同

五
七
〇
円

供
用
目
的
以
外
の
使
用

同

八
五
〇
円

和
室
七
号
室

供
用
目
的
の
使
用

同

五
七
〇
円

供
用
目
的
以
外
の
使
用

同

八
五
〇
円

和
室
八
号
室

供
用
目
的
の
使
用

同

五
七
〇
円

供
用
目
的
以
外
の
使
用

同

八
五
〇
円

和
室
九
号
室

供
用
目
的
の
使
用

同

四
六
〇
円

供
用
目
的
以
外
の
使
用

同

六
九
〇
円

和
室
十
号
室

供
用
目
的
の
使
用

同

六
八
〇
円

供
用
目
的
以
外
の
使
用

同

一
、
〇
二
〇
円

鶴
鳴
館
本
館

和
室
一
号
室

同

五
七
〇
円

和
室
二
号
室

同

五
七
〇
円
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和
室
三
号
室

同

六
八
〇
円

和
室
四
号
室

同

五
七
〇
円

和
室
五
号
室

同

四
六
〇
円

「

、

」

「

、

」

、「

」

「

」

別
表
第
二
中

三
〇

〇
〇
〇
円

を

三
〇

八
五
〇
円

に

四
八
〇
円

を

四
九
〇
円

に

「
六
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
六
、
一
七
〇
円
」
に

「
五
〇
〇
円
」
を
「
五
一
〇
円
」
に

「
二
、
〇

、

、

、

〇
〇
円
」
を
「
二
、
〇
四
〇
円
」
に

「
五
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
、
一
四
〇
円
」
に

「
二
〇
、
〇

、

、

〇
〇
円
」
を
「
二
〇
、
五
六
〇
円
」
に

「
八
四
〇
円
」
を
「
八
六
〇
円
」
に

「
三
六
〇
円
」
を
「
三

、

、

七
〇
円
」
に

「
七
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
七
、
二
〇
〇
円
」
に

「
一
、
五
八
〇
円
」
を
「
一
、
六
二

、

、

〇
円
」
に
改
め
る
。

」

」

別
表
第
三
中
「
開

場

日
」
を

に

「
開

場

時

間
」
を

「

開
園
日

「

開
園
時
間

（

）

（

）

、

開
場
日

」

開
場
時
間

」

別
表
第
三
中
「
開

場

日
」
を
「

に

「
開

場

時

間
」
を
「

（

）

（

）

、

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
八
号

岡
山
県
保
健
所
使
用
料
額
（
昭
和
五
十
五
年
岡
山
県
告
示
第
二
百
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

表
の
二
の
項
中
「
第
四
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
四
条
第
一
号
」
に

「
診
療
報
酬
点
数
表
」
を

、

「
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
」
に

「
一
・
〇
五
」

、

を
「
一
・
〇
八
」
に
改
め
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
九
号

平
成
二
十
五
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
九
号
（
民
生
委
員
の
定
数
）
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三

十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
六
十
号

岡
山
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
使
用
料
額
（
平
成
元
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

「
一
・
〇
五
」
を
「
一
・
〇
八
」
に
改
め
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
六
十
一
号

（

）

、

昭
和
四
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
八
百
十
九
号

港
湾
施
設
の
指
定

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

表
水
島
港
の
項
中

「

固
定
式
荷

倉
敷
市
南
畝
一
丁
目
一
七
九
番
地
の
五

ジ
ブ
ク
レ
ー
ン

役
機
械

揚
力
二
〇
ト
ン

コ
ン
テ
ナ

倉
敷
市
玉
島
乙
島
字
新
湊
八
二
五
九
番

ガ
ン
ト
リ
ー
ク
レ
ー
ン

荷
役
機
械

一
基

を

（
吊
上
荷
重
三
〇
・
五
ト

ン
）

倉
敷
市
玉
島
乙
島
字
新
湊
八
二
六
二
番

ガ
ン
ト
リ
ー
ク
レ
ー
ン

一
三

一
基

（
吊
上
荷
重
三
〇
・
五
ト

ン
）

」

「

に
、

固
定
式
荷

倉
敷
市
南
畝
一
丁
目
一
七
九
番
地
の
五

ジ
ブ
ク
レ
ー
ン

役
機
械

揚
力
二
〇
ト
ン

」

「

倉
敷
市
玉
島
乙
島
字
新
湊
八
二
五
八
番

一
五
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル

地
地
先

を

倉
敷
市
玉
島
乙
島
字
新
湊
八
二
五
九
番

五
二
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル

一
及
び
同
八
二
五
九
番
一
地
先
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」

「

に
、

倉
敷
市
玉
島
乙
島
字
新
湊
八
二
五
八
番

一
五
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル

地
地
先

」

「

「

一
五
、
四
四
二
・
五
一
平

一
四
八
、
七
七
二
・
九
三

方
メ
ー
ト
ル

平
方
メ
ー
ト
ル

（
甲
地

一
四
八
、
七
七

を

に
、

（
甲
地

一
五
、
四
四
二

・
五
一
平
方
メ
ー
ト
ル
）

二
・
九
三
平
方
メ
ー
ト

」

ル
）

」

「

廃
油
処
理

倉
敷
市
児
島
塩
生
字
高
島
四
、
三
三
三

一

式

施
設

の
三
番
地

（
一
日
処
理
量

二
、
五

を

〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
）

管
理
棟
事

倉
敷
市
玉
島
乙
島
字
新
湊
八
二
六
二
番

二
六
一
・
二
三
平
方
メ
ー

務
室

一

ト
ル

」

「

に

改

め

管
理
棟
事

倉
敷
市
玉
島
乙
島
字
新
湊
八
二
六
二
番

二
六
一
・
二
三
平
方
メ
ー

務
室

一

ト
ル

」

る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
六
十
二
号

（

）

、

岡
山
県
営
住
宅
条
例

平
成
九
年
岡
山
県
条
例
第
三
十
九
号

第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。
な
お
、
平
成
二
十
五
年
岡
山
県
告
示
第
六
百
十
六
号
（
県
営

住
宅
の
指
定
管
理
者
の
指
定
）
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

県
営
住
宅
原
尾
島
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
中
区
原
尾
島
二
丁
目

県
営
住
宅
原
尾
島
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二

県
営
住
宅
光
ヶ
丘
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
中
区
湊
四
五
一
番
地

県
営
住
宅
光
ヶ
丘
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

県
営
住
宅
東
岡
山
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
中
区
長
岡

県
営
住
宅
東
岡
山
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

県
営
住
宅
芳
賀
佐
山
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
北
区
芳
賀

県
営
住
宅
芳
賀
佐
山
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

県
営
住
宅
う
ら
や
す
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
南
区
浦
安
本
町
九
四
番
地
の
一
四

県
営
住
宅
う
ら
や
す
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

六

県
営
住
宅
西
大
寺
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
東
区
可
知

県
営
住
宅
西
大
寺
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七

県
営
住
宅
老
松
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
老
松
町
三
丁
目
二
番

県
営
住
宅
老
松
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

八

県
営
住
宅
長
尾
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
玉
島
爪
崎
五
六
五
番
地
の
一

県
営
住
宅
長
尾
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

九

県
営
住
宅
中
庄
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
中
庄
団
地

県
営
住
宅
中
庄
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十

県
営
住
宅
富
田
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
玉
島
八
島
一
七
九
〇
番
地
の
二

県
営
住
宅
富
田
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
一

県
営
住
宅
柏
島
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
玉
島
柏
島
四
三
四
八
番
地

県
営
住
宅
柏
島
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
二

県
営
住
宅
中
山
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
児
島
小
川
一
〇
丁
目

県
営
住
宅
中
山
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
三

県
営
住
宅
笹
沖
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
笹
沖
八
八
番
地

県
営
住
宅
笹
沖
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
四

県
営
住
宅
中
洲
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
安
江
五
五
〇
番
地
の
一

県
営
住
宅
中
洲
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
五

県
営
住
宅
菰
池
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
菰
池
二
丁
目
三
番

県
営
住
宅
菰
池
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
六

県
営
住
宅
津
山
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

津
山
市
林
田
一
九
〇
九
番
地

県
営
住
宅
津
山
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
七

県
営
住
宅
林
田
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

津
山
市
林
田
一
九
〇
八
番
地
二

県
営
住
宅
林
田
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
八

県
営
住
宅
河
辺
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

津
山
市
河
辺
七
二
三
番
地

県
営
住
宅
河
辺
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
九

県
営
住
宅
高
野
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

津
山
市
高
野
山
西
四
二
四
番
地

県
営
住
宅
高
野
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十

県
営
住
宅
佐
良
山
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

津
山
市
一
方
二
八
五
番
地

県
営
住
宅
佐
良
山
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
一

県
営
住
宅
築
港
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

玉
野
市
築
港
二
丁
目
二
五
番

県
営
住
宅
築
港
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
二

県
営
住
宅
玉
大
池
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

玉
野
市
玉
原
二
丁
目
一
五
番

県
営
住
宅
玉
大
池
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
三

県
営
住
宅
玉
原
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

玉
野
市
玉
原
二
丁
目
八
番
ほ
か

県
営
住
宅
玉
原
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
四

県
営
住
宅
笠
岡
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

笠
岡
市
富
岡
一
八
二
番
地
の
一

県
営
住
宅
笠
岡
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

笠
岡
市
中
央
町
一
番
地
の
一

笠
岡
市

笠
岡
市
長

三
島

紀
元

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
五

県
営
住
宅
井
原
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

井
原
市
井
原
町
一
四
〇
二
番
地
の
二

県
営
住
宅
井
原
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

井
原
市
井
原
町
三
一
一
番
地
一

井
原
市

井
原
市
長

瀧
本

豊
文

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
六

県
営
住
宅
総
社
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

総
社
市
中
央
一
丁
目
一
九
番

県
営
住
宅
総
社
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
七

県
営
住
宅
総
社
泉
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

総
社
市
泉
五
番
地
の
三
一

県
営
住
宅
総
社
泉
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
八

県
営
住
宅
高
梁
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

高
梁
市
落
合
町
阿
部
二
七
八
〇
番
地
の
一

県
営
住
宅
高
梁
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

高
梁
市
松
原
通
二
〇
四
三
番
地

高
梁
市

高
梁
市
長

近
藤

隆
則

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
九

県
営
住
宅
伊
部
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

備
前
市
伊
部
九
〇
番
地

県
営
住
宅
伊
部
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
十

県
営
住
宅
山
陽
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

赤
磐
市
山
陽

県
営
住
宅
山
陽
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
十
一

県
営
住
宅
泉
団
地
（
修
繕
業
務
等
に
限
る

）
。

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

和
気
郡
和
気
町
泉
二
五
〇
番
地

県
営
住
宅
泉
団
地
（
修
繕
業
務
等
に
限
る

）
。

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
十
二

県
営
住
宅
泉
団
地
（
修
繕
業
務
等
を
除
く

）
。

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

和
気
郡
和
気
町
泉
二
五
〇
番
地

県
営
住
宅
泉
団
地
（
修
繕
業
務
等
を
除
く

）
。

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

和
気
郡
和
気
町
尺
所
五
五
五
番
地

和
気
町

和
気
町
長

大
森

直
徳

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
十
三

県
営
住
宅
矢
掛
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
二
八
八
番
地
の
四

県
営
住
宅
矢
掛
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
三
〇
一
八
番
地

矢
掛
町

矢
掛
町
長

山
野

通
彦

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
十
四

県
営
住
宅
勝
間
田
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

勝
田
郡
勝
央
町
勝
間
田
三
二
番
地
三

県
営
住
宅
勝
間
田
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

勝
田
郡
勝
央
町
勝
間
田
二
〇
一
番
地

勝
央
町

勝
央
町
長

水
嶋

淳
治

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
十
五

県
営
住
宅
吉
備
高
原
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
上
野
二
四
七
〇
番
地
四

県
営
住
宅
吉
備
高
原
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
豊
野
一
番
地
二

吉
備
中
央
町

吉
備
中
央
町
長

山
本

雅
則

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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